
 

10 月 7 日（金）前期終了です。今年度から通知票は回収しません。 

 10 月 7 日（金）で前期が終わります。4 月から現在まで、相変わらず新型コロナウイルスの影響を受けなが

らの教育活動でしたが、生徒の皆さんや保護者の皆様のご理解とご協力のおかげで制限はあるもののほとんど

の行事等は中止や延期することなく今日まで過ごすことができました。改めて御礼申し上げます。 

 10 月 7 日（金）に例年通り前期通知票を生徒の皆さんにお渡ししますが、今年度から通知票の回収はいた

しません。春に教材として購入したファイル等に入れてご家庭で保管してください。1，2 年生は、そのファイ

ルを 3 年生まで使用する予定です。ただし、ポケット数が足りない場合もありますので各ご家庭で工夫してフ

ァイルにいれるか、他の保管方法にしていただいても構いません。 

感染者及び濃厚接触者（感染者の同居家族）の自宅等療養期間の確認 

 茅ケ崎市の学校対応の感染レベルは相変わらず【2】のままですが、日本社会の新型コロナウイルスに関す 

る療養期間は短縮されています。今一度、ご確認ください。 

●「濃厚接触者」…待機する日数は 5 日間で、6 日目で解除となります。ただし、2 日目と 3 日目に薬

事承認されている抗原検査キットで陰性であれば、3 日目から解除（乳幼児を除く）

となります。 

 ●「感染者」）症状がある場合は 10 日間、症状がない場合は７日間が経過するまでは、感染リスクがあります。 

  ＊症状がある場合…症状が出た日から 7 日間以上、かつ症状軽快から 24 時間たっていれば解除となりま 

す。現に入院している場合には、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時 

間経過した場合には 11 日目から療養解除を可能となります。 

  ＊症状がない場合…検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に解除となります。加えて、５日目

の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過後（６日目）に解除

が可能となります。 

5 校連携の引取り訓練、ご協力ありがとうございました。 

 夏休み明けの 9 月 1 日（木）に 3 年ぶりに引取り訓練を実施いたしました。新型コロナウイルスの影響でし

ばらく実施できていませんでしたが、地震などの災害はいつ起こるか分かりませんし、新型コロナの感染拡大

のリスクはあったものの。命を守るための訓練であり小中の連携による引取り体験が生徒や保護者の皆様にと

ってもとても大切であるとの考えから今年度は実施いたしました。お忙しい中、日程のご都合をつけていただ

き誠にありがとうございました。また、感染対策へのご協力にも感謝申し上げます。 

（気象）「警報」等の緊急時対応の再確認をお願いします。 

 過日の 9 月 26 日（月）は台風の影響で市内公立学校全校が休校となりました。本校では前日から緊急対応

のメールを配信させていただいておりましたが、ここで改めて緊急時対応について確認したいと思います。 

4 月当初に各ご家庭に配付（今年度は 4 月 5 日付）した「緊急時の対応について」では、右のページの様

に気象の警報発令時や突発的な地震が起きた時の対応が記されています。 
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 ＊登校前に、茅ヶ崎市を含む地域に暴風・大雨・洪水・大雪のいずれかの「警報」が発令されているとき（波 

浪警報を除く）は自宅待機となります。警報が解除されてもそのまま自宅で待機してください。メール 

配信等で、そのあとの動きについて学校から連絡がありますので、その指示に従ってください。 

 ＊突発的な大地震が起きたとき 

１．在宅中：学校からメール配信等で連絡があるまでは自宅待機です。 

  ２．登下校の途中：周囲の状況に注意しながら、ただちに帰宅。自宅よりも学校の方が近い場合は学校 

に向かう。保護者の方は学校に来ていただき生徒を保護してください。 

３．在校中：学校からメール配信等で連絡します。市内で震度５弱以上の場合は、連絡がなくても 

引き取り下校対応となります。 

I 組と文教大の学生との交流会が行われました。 

 9 月 5 日（月）I 組の生徒と文教大学の学生の交流会が行われました。大学生は事前に教材等を準備し I 組

の生徒たちは自分で作った魚を釣り上げるなどの活動を一緒に行いました。昨年度は中止となった学習です。 

薬物乱用防止教室を実施しました。 

 9 月 8 日（木）に全校を対象に「薬物乱用防止教室」を茅ヶ崎警察署のご協力をいただき、校長室からのオ

ンライン配信の形で実施いたしました。 

 ほとんどの生徒の皆さんにとっては関りがないことだと思いますが、友人からの誘いを断ることができず、

薬物に関わってしまうケースも多いとのことで、薬物がいつ自分の身に降りかかってくるか分からないという

危うさを感じました。友人の誘いでも毅然とした態度で「断る」勇気をもってもらえればと思います。大人の

感覚では「薬物等を勧めてくるような友人は、本当の友人ではない」と考えがちですが、生徒の皆さんにとっ

ては様々な理由があって関係を続けている状況もあります。その心情を想像しながら、ご家庭でも話題にして

本人の気持ちを聴きながらゆっくりとお話ししていただけるとありがたいです。 

3 年生に全国学力状況調査の結果を返却しました。 

 今年の 4 月に実施した 3 年生対象の全国学力状況調査の結果を 9 月に入り返却しました。個々の問題を振

り返り自分自身の弱点などの克服に役立ててほしいと思います。なお、本校の分析結果は後日お知らせします。 

生徒会役員選挙が行われました。 

 9 月 27 日（火）の 6 時間目に生徒会役員選挙が行われ、7 名の生徒会役員が選ばれました。今後、7 名の中

で役職を決定し 10 月 13 日（木）に任命式を行います。学校の教育環境を生徒の目線からも改善していただけ

ればと思います。次の学校だよりで役職とメンバー等をお知らせします。 

10 月 21 日（金）3 年ぶりに茅ヶ崎文化会館で合唱祭を行います。 

学校行事は、全校生徒が同じ場所でお互い応援し合い、感動を分かちあうとともに、先輩の姿から翌年

度へのモチベーションや自覚の創生が促される機会となる、とても素晴らしい教育活動です。しかしな

がら、ここ数年は、新型コロナウイルスの影響で多くの学校行事が中止になったり規模などを縮小せざ

るを得ない状況となっていました。本校の合唱祭も昨年度は実施することができませんでした。 

 

裏面あり 



今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大は収まってはいないものの、社会の状況や感覚が変化したこ

とにともあり、本校も合唱祭を実施することができると判断いたしました。 

茅ヶ崎市民文化会館での開催は 3 年ぶりとなります。ただし、会館側の使用条件と生徒数の関係から

午前と午後の 2 部構成（午前は 3 年生と I 組・午後は 1，2 年生）とし、保護者の皆様の参観も制限（午

前の部のみ保護者 1 名まで可。未就学児もお連れいただけます。）せざるを得なくなってしまいました。

そのため、3 年生の合唱を下級生が聴くことができなかったり、1，2 年生の保護者の皆様の参観ができ

ないことは、とても残念ではありますが、それでも、準備期間の練習の成果を文化会館という一流のステ

ージで発揮できる経験は、生徒の皆さんにとってはとても貴重なものとなると確信しています。 

今回の合唱祭の運営にあたり PTA の方々には「受付」のご協力をいただくことになっております。ま

た、原則として来賓の参観はなしと考えておりますが、学校評議委員の 5 名の皆様にはお声を掛けてお

りますこと、ご理解くださいますようお願いいたします。 

新しい基準服の見本完成：10 月 17 日からの公開授業週間で展示します。 

 昨年度から検討を重ねてきた新しい基準服の見本が学校へ届けられました。実際には３種類の見本が届く予

定でしたが、今はまだ 2 体のみです。話し合いの経過や決定した内容は本校並びに小学校の保護者の皆様にお

伝えしてきましたが、ようやく完成となりました。個人的には、落ち着いた清楚な雰囲気の素敵な 

デザインだと感じています。特に、生徒がデザインしたエンブレムがとても素晴らしく、早く生徒 

や保護者の皆様にも見ていただいきたいと思います。10 月 17 日（月）からの公開授業週間期間に、 

1 階の SC ルームにて展示する予定です。 

 なお、既にお知らせしているように新しい基準服への移行期間は設けませんので、伝統的な現在の基準服（詰

襟やセーラー服）を入学時から着用することも可能です。（ただし、今の基準服の店頭販売はありません） 

また、本校はメーカーコンペではなくデザインコンペで基準服を選定することとしたため、複数のメーカー

が基準服を作成し販売店におかれる予定です。メーカーにより多少生地などが異なりますが、メーカー同士の

競争によるメリットを意識しての判断でした。 

1 年生：読み聞かせ（ブックトーク）活動を実施しました。 

9 月 14 日、21 日、28 日の 3 日間、3 人の先生をお招きして 1 年生を対象に読み聞かせ活動を行いました。

本校でも、朝の時間帯に短い時間ではありますが読書をする時間を設定し読書の習慣を大切にしております。

当日、様々な本を紹介してもらい、生徒たちもとても熱心に聴き入っていました。 

2 年生の総合学習：海の落語・講演会が開催されました。 

9 月 30 日（金）の 6 時間目、2 年生を対象に日本財団のご協力で「海の環境」に関する学習が行われまし

た。（2 年生は 1 年次の総合学習で「海の環境を守ろう」というテーマで学習をしており、その発展学習とい

う位置づけでの実施でした。） 

当日は、海洋プラスチックごみに関する環境問題を「落語」を通して学び、その後、環境科学者 

の方から分かりやすい視覚に訴える資料等を使ったお話を伺いました。この日も、各学級の総合学 

習係の生徒らは図書室で直接講演に参加しましたが、他の生徒は自分の教室で図書室からのオンラ 

イン配信の講義を聴きました。 

 

 



ヤングケアラーの講演会から（中学校 2 年生では約 5.7％がヤングケアラー） 

 私事ですが、過日「ケアを担う子どもたち」～ヤングケアラーの現状と支援に向けて～という講演会に参加

しました。前にもこの問題について学校だよりでお伝えしましたが、改めて意識を高める必要性を感じました。 

 令和 3 年 3 月に発表された厚生労働省と文部科学省の調査結果（抽出された公立中学校 1000 校と全日制高

校 350 校のアンケート調査、約 13000 人の回答から）では、中学校 2 年生の 5.7％、約 17 人に 1 人の割合で

幼い兄弟姉妹や親や祖父母等のケアに時間を割いている状況が確認されました。 

 ヤングケアラーの人は「（していることは）家族として当然のことと思っている」「自分自身をケアラーと

は思っていない」「家族に負担を掛けないよう気遣い、自分の気持ちを言わない」「自分のことを後回しにし

て頑張る」「友だちと同じことができないという劣等感を感じている」、そして「様々な思いを言葉にしたり

SOS を出すのが難しい」等の特徴があると言われています。学校生活でも、欠席・遅刻・早退が目立つように

なったり、宿題をしてこなかったり、忘れ物が増えるなど影響は少なくないと言われています。また、衛生面

や栄養面で不十分な状況になりがちで、部活動等の活動も難しくなる傾向がみられます。 

 学校としても、これらのサインを見逃さず生徒の様子を観察し、必要に応じて声を掛けるよ 

うにしておりますが、先ほどお伝えした様に生徒自身がケアラーである自覚がなかったり、 

（ケアは）当たり前で仕方がないことだと思い込んでいるケースが多いこと、更に、このこと 

はご家庭の内実の話となるため支援に結びつけることの難しさを感じております。 

ご家庭ごとに様々なご事情があるかと思いますが、家庭でのお子様の状況をこの機会にもう一度ご確認いた

だければと思います。また、お子様のお友だち等で気になることがありましたら学校までご連絡ください。 

「参考」●ケアが大変で悩んでいる場合（ご家族やご友人、近隣の方からの相談も受け付けています） 

 ＊かながわケアラー電話相談：045-212-0581（水曜・金曜日の 10 時～20 時 日曜日の 10 時～16 時） 

 ＊神奈川県の HP の「かながわケアラー支援ポータルサイト」も参考にしてください。 

16 平和と公正をすべての人に～言論統制の恐ろしさ‼平和のために何ができる？～ 

今年の 2 月 24 日にロシアがウクライナへ侵略してから半年以上の時間が経ちました。報

道によるとロシアのプーチン大統領は 9 月 30 日（金）に、侵攻した２つの人民共和国と称

される地域と南部の２つの州における住民投票の結果を受けて、４つの地域をロシアに併合

すると宣言しました。（国際法に反する行為です。）また、その数日前には予備役の部分的動

員令も発動しました。その結果、30 日に併合されたとされる地域に住むウクライナの人たちにも召集令状が

渡されているようです。これが事実だとすれば、ウクライナ軍に対峙するロシア軍にウクライナの人たちがロ

シア軍の兵隊として前線に送られる可能性が出てきます。 

自分の国を武力により占領され、悲しみ傷つき苦しんでいる人たちが、今度は敵軍の軍隊に入れられ、自国

の軍隊と戦ったり盾にされたりする状況が生まれるのです。…心がとても痛くなります。 

かつての日本も、そして、今のロシアでも戦争が一度始まると「言論の自由」は統制され、政府や戦争に対

する反対の声は力によって封印されています。昨年の香港も然り、基本的人権である「言論の自由」はたった

１つの法律によって失われてしまうという現実を、ここ数年私たちは目の当たりにしています。 

このことを他人事とせず、今も苦しんでいる人たちに思いを馳せ、結論は出ないかもしれませんが、平和の

ために、苦しんでいる人たちのために何をなすべきか、何ができるのか、考える必要を感じます。 

 


